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上尾市議会３月定例会議案

概     要

情報提供用

 個人情報が掲載されている議案については、当該個人情報に係る部分を省略し、又は加工しているため、

内容の一部、ページ番号又は目次が議案書の原本と異なっている場合があります。
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議案第１１号  

上尾市空家等対策協議会条例の一部を改正する条例の制定について  

（都市整備部都市計画課）  

１  提案理由  組織再編における事務の移管に伴い、上尾市空家等対策協

議会の庶務を処理する組織について改めるもの  

２  内容  空家等対策協議会の庶務を処理する組織について規定の整

理を行う。  

 

条例第９条の改正部分  

【改正前】  

協議会の庶務は、市民生活部において処理する。  

     

   

【改正後】  

協議会の庶務は、都市整備部において処理する。  

 

 

 

３  施行期日  令和８年４月１日  



 

議案第１２号  

上尾市立大石南中学校再編検討協議会条例の制定について  

（教育総務部教育総務課新しい学校づくり推進室）  

１  提案理由  上尾市立大石南中学校に関する学校規模の適正化について

協議し、子供たちの学びに望ましい学校規模を実現するた

め、附属機関として上尾市立大石南中学校再編検討協議会を

設置するもの  

２  内容  １  所掌事務  

  協議会は、大石南中学校に関し、次に掲げる事項につい

て協議する。  

 (1) 学校の再編に関すること。  

 (2) 通学区域の編成に関すること。  

 (3) 生徒の安全確保に関すること。  

 (4) 前３号に掲げるもののほか、学校規模の適正化に関し

教育委員会が必要と認める事項に関すること。  

 

２  組織  

  協議会は、委員２２人以内をもって組織する。  

 

３  任期  

  委員の任期は、２年とする。  

 

４  報酬  

 (1) 会長  日額  ７，０００円  

 (2) 委員  日額  ６，０００円  

３  施行期日  令和８年４月１日  



 

議案第１３号  

上尾市いじめ問題対策連絡協議会等の設置に関する条例の一部を改正する

条例の制定について               （学校教育部指導課）  

１  提案理由  上尾市いじめ問題再調査委員会から提出された調査報告書

の提言を踏まえ、上尾市いじめ問題調査委員会の所掌事務を

見直すもの  

２  内容  令和７年１０月２７日付けで上尾市いじめ問題再調査委員

会から提出された調査報告書の提言を踏まえ、いじめの重大

事態の発生時における調査に加え、いじめ防止等のための対

策について、上尾市いじめ問題調査委員会において調査審議

を行うことができるようにする。  

 

３  施行期日  公布の日  



 

議案第１４号  

上尾市立中学校部活動地域移行推進協議会条例の一部を改正する条例の制

定について                                      （学校教育部指導課）  

１  提案理由  公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別

措置法の一部改正を踏まえ、所要の改正を行うもの  

２  内容  公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別

措置法の一部改正を踏まえ、規定の整理を行う。  

 

題名の改正部分  

【改正前】  

上尾市立中学校部活動地域移行推進協議会条例  

 

 

【改正後】  

上尾市立中学校部活動地域展開推進協議会条例  

 

 

条例第１条から第３条の改正部分  

【改正前】  

部活動の地域移行  

 

 

【改正後】  

部活動の地域展開  

 

３  施行期日  令和８年４月１日  



 

議案第１５号   

上尾市西貝塚環境センター・上尾市健康プラザの在り方審議会条例の制定

について              （環境経済部西貝塚環境センター）  

１  提案理由  

 

上尾市西貝塚環境センター及び上尾市健康プラザの令和１

５年度以降の在り方の方針を策定するため、附属機関として

上尾市西貝塚環境センター・上尾市健康プラザの在り方審議

会を設置するもの  

２  内容  １  所掌事務  

  審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について

調査審議する。  

 (1 ) 上尾市西貝塚環境センター及び上尾市健康プラザの令

和１５年度以降の在り方に関する方針の策定に関するこ

と。  

 (2 ) 前号に掲げるもののほか、上尾市西貝塚環境センター

及び上尾市健康プラザの令和１５年度以降の在り方に関

し、市長が必要と認める事項に関すること。  

 

２  組織  

  審議会は、委員７人以内をもって組織する。  

 

３  任期  

  委員の任期は、２年とする。  

 

４  報酬  

 (1 ) 会長  日額  ７，０００円  

 (2 ) 委員  日額  ６，０００円  

３  施行期日  令和８年４月１日  



 

議案第１６号  

上尾市産業振興会議条例の制定について  

（環境経済部商工課）  

１  提案理由  市民、事業者、産業関連団体及び市が一体となって産業振

興の施策を推進するため、附属機関として上尾市産業振興会

議を設置するもの  

２  内容  １  所掌事務  

  産業振興会議は、次に掲げる事項について調査審議す

る。  

 (1) 産業振興に関する基本的施策に関すること。  

 (2) 産業振興に関する計画に関すること。  

 (3) 前２号に掲げるもののほか、産業振興の推進に関し市

長が必要と認める事項に関すること。  

  

２  組織  

  産業振興会議は、委員１４人以内をもって組織する。  

 

３  任期  

  委員の任期は、２年とする。  

 

４  報酬  

 (1) 会長  日額  ７，０００円  

 (2) 委員  日額  ６，０００円  

３  施行期日  令和８年４月１日  



 

議案第１７号   

上尾市水道事業集中監視制御システム更新及び運転管理事業評価委員会条

例の制定について               （上下水道部水道施設課）  

１  提案理由  

 

上尾市水道事業の集中監視制御システム更新及び運転管理

事業を公平かつ適正に評価するため、附属機関として上尾市

水道事業集中監視制御システム更新及び運転管理事業評価委

員会を設置するもの  

２  内容  １  所掌事務  

  委員会は、水道事業の管理者の権限を行う市長の諮問に

応じ、次に掲げる事項について調査審議する。  

 (1 ) 事業の実施状況や進捗状況の確認に関すること。  

 (2 ) 事業者から提出された報告書等の審査に関すること。  

 (3 ) 前２号に掲げるもののほか、事業の評価に関し市長が

必要と認めること。  

 

２  組織  

  委員会は、委員４人以内をもって組織する。  

 

３  任期  

  委員の任期は、２年とする。  

 

４  報酬  

 (1 ) 委員長  日額  １６，０００円  

 (2 ) 委員   日額  １５，０００円  

３  施行期日  令和８年４月１日  



 

 

議案第１８号  

上尾市職員定数条例の一部を改正する条例の制定について  

（行政経営部行政経営課）  

１  提案理由  行政需要の増加に対応するため、職員の定数又は定員を改

めるもの  

２  内容  一般職に属する職員の定数又は定員を次のように改める。  

（単位：人）  

区分  現行  改正後  

議会の事務局の職員  １３  １４  

市長の補助機関である職員  ９４６  １，０２７  

水道事業の職員  ４９  ４９  

選挙管理委員会の職員  ７  ８  

監査委員の事務局の職員  ５  ６  

公平委員会の事務職員  １  １  

農業委員会の職員  ６  ７  

教育委員会の事務局の職員及び  

学校その他の教育機関の職員  

１６７  １７２  

消防職員  ３２８  ※３８３  

総数  １，５２２  １，６６７  

※令和１３年度に予定している消防署（伊奈町の北部）の新

設を見据えた増加  

３  施行期日  令和８年４月１日  



 

 

議案第１９号  

上尾市職員倫理条例の一部を改正する条例の制定について  

（総務部職員課）  

１  提案理由   市役所におけるカスタマー・ハラスメントに関し、必要な

事項を整備するもの  

２  内容   労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職

業生活の充実等に関する法律の一部改正を踏まえ、市役所に

おけるカスタマー・ハラスメントの定義を定めるほか、カス

タマー・ハラスメントへの組織的対応について整備する。  

 

１  カスタマー・ハラスメントの定義  

  市民その他市政に関わりのある者の言動であって、職員

が従事する職務の性質その他の事情に照らして社会通念上

許容される範囲を超えたものにより当該職員の就業環境が

害されること。  

 

２  カスタマー・ハラスメントへの組織的対応  

カスタマー・ハラスメントと判断される言動が行われた

場合には、所属長が対策を講じるほか、コンプライアンス

推進委員会等を活用して組織的に対応する。  

３  施行期日  公布の日  



 

 

議案第２０号  

上尾市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例の制定について       （行政経営部市民税課）  

１  提案理由  固定資産評価審査委員会委員に対する報酬の支払を見直す

もの  

２  内容  固定資産評価審査委員会委員の報酬の支払を、次のとおり

改める。  

 

【改正前】  

 (1 ) 委員長  年額  ２８，０００円  

 (2 ) 委  員  年額  ２６，０００円  

 

 

【改正後】  

 (1 ) 委員長  日額  １０，０００円  

 (2 ) 委  員  日額   ９，０００円  

３  施行期日  令和８年４月１日  



 

 

議案第２１号  

上尾市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について  

（市民生活部保険年金課）  

１  提案理由  地方税法施行令の一部改正を踏まえた本市における国民健

康保険税の賦課限度額の引上げ及び埼玉県国民健康保険運営

方針（第３期）に基づく税率の見直しのほか、子ども・子育

て支援法の一部改正に伴い、子ども・子育て支援納付金課税

額に係る規定を整備するもの  

２  内容  １  賦課限度額の引上げ  

国民健康保険税のうち、基礎課税額及び後期高齢者支援

金等課税額の賦課限度額を次のとおり引き上げる。  

 現行  改正後  

基礎課税額  ６５万円  ６６万円  

後期高齢者支援金等課税額  ２４万円  ２６万円  

介護納付金課税額  １７万円  １７万円  

合計  １０６万円  １０９万円  

２  税率の見直し  

  埼玉県国民健康保険運営方針（第３期）に基づき、法定

外一般会計繰入金等（赤字）を解消するため、国民健康保

険税の税率を見直す。  

 現  行  改正後  

所得割額  均等割額  所得割額  均等割額  

基礎課税額   7.20% 38,000円   8.10% 49,233円  

後期高齢者支

援金等課税額  
 2.70% 15,000円   2.83% 17,105円  

介護納付金課

税額  
 2.40% 17,000円   2.47% 17,492円  

合計  12.30% 70,000円  13.40% 83,830円  

３  子ども・子育て支援納付金課税額の賦課徴収  

国の子ども・子育て支援金制度の創設に伴い、従来の国

民健康保険税に加えて子ども・子育て支援納付金に充てる

ための国民健康保険税を賦課徴収する。  

 所得割額  均等割額  
１８歳以上  

均等割額  

子 ど も ・ 子 育 て 支 援

納付金課税額  
 0.26% 1,580円  107円  

 

３  施行期日  令和８年４月１日  



 

 

議案第２２号  

上尾市老人福祉センター条例の一部を改正する条例の制定について  

（健康福祉部高齢介護課）  

１  提案理由   上尾市老人福祉センターにおける指定管理者が行うことが

できる業務の範囲を拡大するもの  

２  内容   上尾市老人福祉センターにおける施設及び設備の利用の許

可に係る業務に関し、指定管理者が行うことができるように

する。  

３  施行期日  令和８年４月１日  



 

 

議案第２３号  

上尾市身体障害者福祉センター条例の一部を改正する条例の制定について  

（健康福祉部障害福祉課）  

１  提案理由   上尾市身体障害者福祉センターにおける指定管理者が行う

ことができる業務の範囲を拡大するもの  

２  内容   上尾市身体障害者福祉センターにおける施設及び設備の利

用の許可に係る業務に関し、指定管理者が行うことができる

ようにする。  

３  施行期日  令和８年４月１日  



 

 

議案第２４号  

上尾市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について  

（健康福祉部高齢介護課）  

１  提案理由  個人の住民税に係る令和７年度税制改正に伴い、介護保険

料の算定に係る特例の規定を整備するもの  

２  内容  令和７年度税制改正により、個人の住民税の給与所得控除

の最低保障額が引き上げられるが、合計所得金額を算定基礎

とする介護保険料収入が不足するのを防ぐため、介護保険法

施行令の一部改正を踏まえ、令和８年度の介護保険料の算定

に限り、引上げ前の控除額を用いて計算する特例措置を講じ

て算定する。  

 

 

３  施行期日  令和８年４月１日  



 

 

議案第２５号  

上尾市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について  

（消防本部予防課）  

１  提案理由  

 

総務省令の改正に伴い、簡易サウナ設備について火災予防

上必要な基準を整備するもの  

２  内容   現行のサウナ設備の基準は、浴場等の屋内に設置すること

を想定したものとなっていることから、屋外等に設置する簡

易サウナ設備に適用される基準を新たに整備する。  

 

※簡易サウナ設備…屋外等のテントやバレル（木樽）に設置

される消費熱量が小さいサウナ設備  

 

３  施行期日  令和８年３月３１日  



 

 

議案第２６号   

市道路線の認定について  

（都市整備部建設管理課）  

１  提案理由  都市計画法の規定に基づき市に帰属した道路を市道路線と

して認定したいので、道路法第８条第２項の規定により、提

案するもの  

２  内容   都市計画法の規定に基づき市に帰属した道路を市道路線と

して認定する。  

区分  路線名  路線数  延長（ｍ）  

２ブロック  ２２０７１号線  １  ７６．５５  

３ブロック  
３１２１９号線～

３１２２１号線  
３  ２２９．７５  

４ブロック  
４０５６０号線、

４０５６１号線  
２  １３４．７０  

５ブロック  
５１１８１号線～

５１１８３号線  
３  ２３７．８０  

計  ９  ６７８．８０  

 

１ブロック  
２ブロック  

３ブロック  

５ブロック  

４ブロック  

市道路線ブロック区分図 

 



 

 

認定路線 図（ 位置図）  

1： 3,000 

２ブロッ ク  

 

  



 

 

認定路線 図（ 位置図）  

1： 3,000 

３ブロッ ク  



 

 

認定路線 図（ 位置図）  

1： 3,000 

３ブロッ ク  

  



 

 

認定路線 図（ 位置図）  

1： 3,000 

４ブロッ ク  

   



 

 

認定路線 図（ 位置図）  

1： 3,000 

５ブロッ ク  

   



 

 

認定路線 図（ 位置図）  

1： 3,000 

５ブロッ ク  

 



 

 

議案第２７号   

市道路線の認定について  

（都市整備部建設管理課）  

１  提案理由  一般交通の用に供する道路を市道路線として認定したいの

で、道路法第８条第２項の規定により、提案するもの  

２  内容   一般交通の用に供する道路を市道路線として認定する。  

区分  路線名  路線数  延長（ｍ）  

１ブロック  
１０７８７号線～

１０７９２号線  
６  ６８８．２０  

２ブロック  
２２０７２号線～  

２２０７６号線  
５  ３６０．４６  

３ブロック  
３１２２３号線～  

３１２２８号線  
６  ２４７．２３  

４ブロック  ４０５６２号線  １  １６１．２９  

５ブロック  
５１１８４号線～

５１１８９号線  
６  ４３６．１９  

計  ２４  １８９３．３７  
 

１ブロック  
２ブロック  

３ブロック  

５ブロック  

４ブロック  

市道路線ブロック区分図 

 



 

 

 

 

認定路線 図（ 位置図）  

1： 3,000 

１ブロッ ク  

 



 

 

 

 

認定路線 図（ 位置図）  

1： 3,000 

１ブロッ ク  

 



 

 

 

 

認定路線 図（ 位置図）  

1： 3,000 

１ブロッ ク  

 
 



 

 

 

 

認定路線 図（ 位置図）  

1： 3,000 

１ブロッ ク  

 



 

 

 

 

認定路線 図（ 位置図）  

1： 3,000 

２ブロッ ク  

 



 

 

 

 

認定路線 図（ 位置図）  

1： 3,000 

２ブロッ ク  

 



 

 

 

 

認定路線 図（ 位置図）  

1： 3,000 

２ブロッ ク  

 



 

 

 

 

認定路線 図（ 位置図）  

1： 3,000 

２ブロッ ク  

 



 

 

 

 

認定路線 図（ 位置図）  

1： 3,000 

３ブロッ ク  

 



 

 

 

 

認定路線 図（ 位置図）  

1： 3,000 

３ブロッ ク  

 



 

 

 

 

認定路線 図（ 位置図）  

1： 3,000 

３ブロッ ク  

 



 

 

 

 

認定路線 図（ 位置図）  

1： 3,000 

３ブロッ ク  

 



 

 

 

 

認定路線 図（ 位置図）  

1： 3,000 

４ブロッ ク  

 



 

 

 

 

認定路線 図（ 位置図）  

1： 3,000 

５ブロッ ク  

 



 

 

 

 

認定路線 図（ 位置図）  

1： 3,000 

５ブロッ ク  

 



 

 

 

 

認定路線 図（ 位置図）  

1： 3,000 

５ブロッ ク  

 



 

 

 

 

認定路線 図（ 位置図）  

1： 3,000 

５ブロッ ク  

 



 

 

 

 

認定路線 図（ 位置図）  

1： 3,000 

５ブロッ ク  

 



 

 

議案第２８号   

市道路線の認定について  

（都市整備部建設管理課）  

１  提案理由  本市と桶川市の行政境界に係る道路について、路線の再編

成を行う必要があるため、当該道路を市道路線として認定し

たいので、道路法第８条第２項の規定により、提案するもの  

２  内容   桶川市と行政境界を確認したため、市道路線を認定する。  

区分  路線名  路線数  延長（ｍ）  

３ブロック  ３１２２２号線  １  ７．２０  

 

１ブロック  
２ブロック  

３ブロック  

５ブロック  

４ブロック  

市道路線ブロック区分図 

 



 

 

認定路線 図（ 位置図）  

1： 3,000 

３ブロッ ク  

 



 

 

議案第２９号   

市道路線の廃止について  

（都市整備部建設管理課）  

１  提案理由  本市と桶川市の行政境界に係る道路について、桶川市と認

定が重複する路線を廃止する必要があるため、道路法第１０

条第３項において準用する同法第８条第２項の規定により、

提案するもの  

２  内容   桶川市と認定が重複する市道路線を廃止する。  

区分  路線名  路線数  延長（ｍ）  

３ブロック  ３０１３８号線  １  １００．６９  

 

１ブロック  
２ブロック  

３ブロック  

５ブロック  

４ブロック  

市道路線ブロック区分図 

 



 

 

廃止路線 図（ 位置図）  

1： 3,000 

３ブロッ ク  



 

 

 


